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◎新潟県選挙管理委員会告示第67号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書の要旨を同

法第20条第１項の規定により次のとおり公表する。 

平成25年11月22日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 
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